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◆2022年６月 16日にサポート終了 

 インターネットブラウザの Internet Explorer（以下、「IE」といいます）のサポート

が、６月 16日に終了します。 

 独立行政法人情報処理推進機構によれば、終了後は、マイクロソフト社が定める時点より

IEに代わって Microsoft Edgeが起動するよう変更され、IEのみで動作するよう作成された

コンテンツを IEで閲覧できなくなります。 

 

◆IEコンテンツがまったく閲覧できなくなる？ 

 サポート終了後も、Microsoft Edgeの「IEモード」を利用すれば IEコンテンツを継続し

て閲覧できますが、こちらも 2029 年にサポート終了予定とされていることから、他のブラ

ウザへの移行が必要です。 

自社のセキュリティ方針などにより、インターネット利用に際してブラウザが決められて

いたり、「IEモード」を利用できないよう設定されたりしている場合は、他のブラウザや

「IEモード」を利用できるようにする設定の変更が必要です。 

 

◆自社が提供する IEコンテンツの対応は？ 

 また、社内サイトや顧客向けの Webサイトで IEコンテンツを提供している場合、Web標

準仕様に準拠して改修し、IE以外のブラウザでも閲覧可能にする必要があります。サポー

ト終了までに改修が間に合わない場合は、「IEモード」で閲覧するよう案内するとよいでし

ょう。例えば、日本年金機構では電子申請の決定通知書の閲覧について「IEモード」で閲

覧するよう案内しています。 

 近年、ホームページで自社のサービス案内に加え、コンテンツを充実させて情報発信も行

うケースが増えています。IEのサポート終了でこれらが利用できなくなると、サービスダ

ウンとの印象も与えかねませんから、チェックしておくとよいでしょう。 

【情報処理推進機構「Microsoft 社 Internet Explorer のサポート終了について」】 

https://www.ipa.go.jp/security/announce/ie_eos.html 

【「日本年金機構からのお知らせ」令和４年５月号】 

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/zenkoku202205

.pdf 
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◆新入社員が社会人生活で不安に感じること 

６月は、４月に入社した新入社員が徐々に職場に馴染み始める時期ではないでしょうか。

東京商工会議所は、2022年度新入社員を対象に、就職活動の感想、社会人生活や仕事に対す

る意識等について調査を実施しています。本調査によれば、社会人生活で不安に感じること

（複数回答）として、「仕事と私生活とのバランスが取れるか（55.4％）」、「上司・先輩・

同僚とうまくやっていけるか（51.4％）」、「仕事が自分に合っているか（49.7％）」が上

位に挙がっています。 

入社当初は不安が多いものです。周囲も目を配りながらサポートできるとよいでしょう。 

 

 

◆会社を選ぶうえで魅力に感じる企業制度 

本調査では、就職する会社を選ぶうえで魅力に感じる企業の制度についても尋ねています

（複数回答）。多いものとして「年次有給休暇取得の推進（42.5％）」、「時差出勤・フレ

ックスタイム制勤務（41.9％）」、「テレワーク（在宅勤務）（36.1％）」など働き方に関

するものが挙がっており、その他、「資格（検定）等の取得支援（39.8％）」、「人材育成

体系（研修）の充実（38.8％）」など、スキルアップに関する選択肢も上位に挙がっている

ことが特筆されます。 

 

 

◆新入社員の意識変化 

本調査での「今の会社でいつまで働きたいか」という問に、「定年まで」との回答は 23.8％

だったそうです。これは 10 年前の調査との比較では、12.4 ポイント減少しており、新入社

員の意識変化がみてとれる結果となっています。 

新入社員の個性や意識は様々ですが、働く人の意識は年々変化しています。企業も今後の

人材確保の意味で、自社の状況を見直して、選ばれる企業を目指すことが肝要でしょう。 

【東京商工会議所「2022年度新入社員意識調査」】 

https://www.tokyo-cci.or.jp/file.jsp?id=1029600 
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～厚生労働省「令和３年の労働災害発生状況」から 

 

厚生労働省が５月 30日、令和３年の労働災害発生状況の取りまとめを公表しました。労

働災害を減少させるために国や事業者、労働者等が重点的に取り組む事項を定めた中期計画

である「第 13次労働災害防止計画」（以下「13次防」という）（平成 30年度～令和４年

度）では、29年比で「死亡者数を 15％以上」「死傷者数を５％以上」減少させることを目標

にしています。 

 

◆死亡者数４年ぶり増加、休業４日以上の死傷者数は平成 10年以降で最多 

 令和３年１月から 12月までの労働災害による死亡者数は 867人と４年ぶりに増加となり

ました（前年比 65人・8.1％増、平成 29年比（以下「29年比」という）111人・11.3％

減）。 

休業４日以上の死傷者数（以下「死傷者数」という）は 149,918人と平成 10年以降で最

多となりました（前年比 18,762人・14.3％増、29年比 29,458人・24.5％増）。 

 新型コロナウイルス感染症へのり患による労働災害での死亡者数は 89人（前年比 71人・

394.4％増）、死傷者数は 19,332人（前年比 13,291人・220.0％増）と、前年に比べ大きく

増加しました。 

 

◆13次防の重点業種の平成 29年比および対前年比は、死亡者数は減少、死傷者数は増加 

死亡者数は、平成 30年から令和２年までの３年間では 13次防の目標達成が可能なペース

での減少となっていたものが、一転して 13次防の目標を達成できませんでした。13次防の

重点業種では、建設業が 288人（前年比 30人・11.6％増、29年比 35人・10.8％減）、製造

業が 137人（同１人・0.7％増、同 23人・14.4％減）、林業が 30人（同６人・16.7％減、同

10人・25.0％減）となりました。 

死傷者数においては、13次防の重点業種では、陸上貨物運送事業が 16,732人（前年比

917人・5.8％増、29年比 2,026人・13.8％増）、小売業が 16,860人（同 1,519人・9.9％

増、同 2,979人・21.5％増）、社会福祉施設が 18,421人（同 5,154人・38.8％増、同 9,683

人・110.8％増）、飲食店が 5,095人（同 142人・2.9％増、同 374人 7.9％増）と前年比で

増加しました。 

【厚生労働省「令和３年の労働災害発生状況を公表」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25944.html 
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◆労働組合を取り巻く環境の変化と調査の概要 

厚労省は、労働組合の組織および活動の実態等を明らかにするため、毎年調査を行い、そ

の結果を公表しています。 

 今回は、令和３年６月 30日現在の状況等について公表された内容（民営事業所における労

働組合 30 人以上の労働組合で一定の方法により抽出した 5,083 労働組合のうち 3,319 労働

組合の回答）のポイントを紹介します。 

 

◆調査結果のポイント 

【労使関係についての認識】 

労使関係が「安定的」と認識している労働組合は 92.9％で、前年よりも３％上がっている。

企業規模が大きいほど、安定している認識が強い。 

【労働組合員数の変化に関する状況】 

３年前（平成 30年６月）と比べると、「増加した」31.4％、「変わらない」25.8％、「減少

した」42.7％と、減少傾向にある。業種別では、「減少した」と答えたのは「複合サービス業」

が最も多く（65.3％）、次いで電気・ガス・熱供給・水道業も多い（64.0％）。 

【正社員以外の労働者に関する状況】 

正社員以外で「組合加入資格がある」のは、「パートタイム労働者」（37.3％）、「有期契約

労働者」41.5％、「嘱託労働者」39.6％で、前年と比べてそれほど大きな変化は見られない。

そもそも半数以上の事業所で、正社員以外には「組合加入資格がない」と回答している。 

【労働組合活動の重点事項】 

 労働組合活動において、これまで重点をおいてきた事項としては、「賃金・賞与・一時金」

（90.8％）が最も高く、次いで「労働時間（労働時間の適正把握を含む）・休日･休暇」（76.9％）、

「組合員の雇用の維持」41.6％などとなっている。 

また、今後重点をおく事項についても、同じ項目があげられている。 

【労働組合費に関する状況】  

１人平均月間組合費は、3,736 円（平成 30 年調査 3,707 円）。企業規模が大きくなるほ

ど組合費は高くなる傾向がある。１人平均月間組合費階級別にみると、「4,000 円以上 5,000 

円未満」（20．0％）が最も高かった。 

【厚生労働省「令和３年労働組合活動等に関する実態調査の概況」】 

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/18-r03gaiyou06.pdf 

 


